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刑
務
官
、
検
察
官
等
に
係
る
政
府
予
算
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

一
昨
年
五
月
十
一
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
梶
木
壽
法
務
省
矯
正
局
長
の
答
弁
に
よ
る
と
、
刑
務
所
等
の
収
容

人
員
は
、
平
成
十
年
以
降
急
激
に
増
加
し
、
平
成
十
八
年
末
で
八
万
千
二
百
五
十
五
人
と
、
五
年
間
で
二
十
四
％
の
増
加
を

見
せ
、
特
に
受
刑
者
等
の
既
決
被
収
容
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
三
月
末
で
約
七
万
二
千
二
百
人
と
、
収
容
率
は
百
十

六
％
に
も
上
っ
て
い
る
と
承
知
す
る
。
平
成
二
十
年
度
末
時
点
で
、
既
決
被
収
容
者
を
含
む
刑
務
所
等
の
収
容
人
員
数
並
び

に
収
容
率
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

一
と
同
様
に
、
一
昨
年
五
月
の
法
務
委
員
会
に
お
け
る
梶
木
局
長
の
答
弁
に
よ
る
と
、
一
で
述
べ
た
様
な
過
剰
収
容
に
対

応
す
る
た
め
、
収
容
棟
の
増
築
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
を
活
用
し
た
刑
務
所
の
新
設
を
法
務
省
と
し
て
進
め
、
平
成
十
九
年
度
末
ま
で
に

七
千
五
百
人
、
二
十
年
度
末
ま
で
に
二
千
人
の
収
容
増
を
図
る
計
画
を
立
て
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
本
年
四
月
十

三
日
現
在
、
右
の
計
画
は
ど
の
程
度
実
行
さ
れ
て
い
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

一
と
同
様
に
、
一
昨
年
五
月
の
法
務
委
員
会
に
お
け
る
梶
木
局
長
の
答
弁
に
よ
る
と
、
刑
務
所
等
の
収
容
施
設
並
び
に
そ

こ
に
勤
務
す
る
刑
務
官
（
以
下
、
「
刑
務
官
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
予
算
額
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
度
分
は
前
年
度
比

二
�
八
％
ア
ッ
プ
に
あ
た
る
五
十
一
億
千
百
万
円
増
の
千
八
百
八
十
九
億
千
二
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
平

一



成
二
十
年
度
、
二
十
一
年
度
分
は
ど
の
様
に
な
っ
て
い
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

一
と
同
様
に
、
一
昨
年
五
月
の
法
務
委
員
会
に
お
け
る
梶
木
局
長
の
答
弁
に
よ
る
と
、
平
成
十
九
年
度
予
算
に
お
け
る

「
刑
務
官
等
」
の
増
員
に
つ
い
て
は
、
六
百
二
十
四
名
の
増
員
、
三
百
十
四
名
の
純
増
と
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
平

成
二
十
年
度
、
二
十
一
年
度
に
お
け
る
「
刑
務
官
等
」
の
増
員
は
ど
の
様
に
な
っ
て
い
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

五

検
察
事
務
官
を
含
む
取
調
べ
に
当
た
る
検
察
官
（
以
下
、
「
検
察
官
等
」
と
い
う
。
）
の
総
人
数
は
、
平
成
二
十
一
年
四

月
十
三
日
時
点
で
何
人
と
な
っ
て
い
る
か
、
並
び
に
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
「
検
察
官
等
」
に
係
る
予
算
額
は
い
く
ら

に
な
っ
て
い
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

六

過
去
十
年
に
お
け
る
「
検
察
官
等
」
の
人
数
並
び
に
そ
の
予
算
額
の
推
移
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

「
刑
務
官
等
」
に
つ
い
て
は
、
一
で
触
れ
た
収
容
人
数
の
増
加
等
、
そ
の
過
労
ぶ
り
が
以
前
よ
り
大
き
な
問
題
に
な
っ
て

い
る
と
承
知
す
る
。
特
に
今
、
外
国
人
犯
罪
者
が
増
え
て
い
る
中
、
職
務
に
お
い
て
、
言
葉
、
文
化
、
生
活
習
慣
の
異
な
る

外
国
人
を
相
手
に
す
る
こ
と
が
多
く
、
「
刑
務
官
等
」
の
負
担
は
今
後
益
々
増
え
て
い
く
も
の
と
思
料
す
る
。
こ
の
様
な
状

況
に
お
い
て
、
二
の
収
容
増
、
三
の
予
算
額
並
び
に
四
の
人
員
増
は
、
「
刑
務
官
等
」
の
負
担
を
減
ら
し
、
彼
ら
が
勇
気
や

誇
り
、
国
民
か
ら
の
敬
意
を
十
分
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
右
の
収
容
状
況
や
予
算

二



額
、
人
員
増
は
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
。
法
務
省
の
見
解
如
何
。

八

「
検
察
官
等
」
に
つ
い
て
も
、
七
で
触
れ
た
「
刑
務
官
等
」
と
同
様
、
人
員
数
が
絶
対
的
に
不
足
し
て
い
る
と
思
料
す

る
。
五
の
「
検
察
官
等
」
の
人
数
並
び
に
予
算
額
は
、
彼
ら
が
週
刊
誌
等
の
雑
誌
記
事
に
あ
る
情
報
に
頼
る
の
で
は
な
く
、

自
分
の
手
で
情
報
を
集
め
、
捜
査
や
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

る
が
、
右
の
人
数
並
び
に
予
算
額
は
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
も
の
か
。
法
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


